
報告第６９号                 平成１６年１月１６日承認  
 

下水道部会排水分科会の事務事業調整方針について  
 
 下水道部会排水分科会の事務事業調整方針について別冊のとおり本協議会に

報告し、その承認を求める。  
  平成１６年１月１６日提出  
 

                 津地区合併協議会  
                     会長 近 藤 康 雄  



報告第６９号

津 地 区 合 併 協 議 会

協 議 会 報 告 項 目

下 水 道 部 会

排水分科会　１２-３



１回 ２回 ３回

12 - 3 - 1 5/8 5/22

12 - 3 - 2 5/8 5/22

12 - 3 - 3 5/8 5/22

12 - 3 - 4 5/8 5/22

12 - 3 - 5 5/8 11/11 11/11

12 - 3 - 6 5/8 5/22

12 - 3 - 7 5/8 5/22

12 - 3 - 8 5/8 5/22

12 - 3 - 9 5/8 5/22

12 - 3 - 10 5/8 5/22

12 - 3 - 11 5/8 5/22

12 - 3 - 12 5/8 5/22

12 - 3 - 13 5/8 5/22

12 - 3 - 14 5/8 5/22

12 - 3 - 15 5/8 5/22

12 - 3 - 16 5/8 5/22

12 - 3 - 17 5/8 5/22

12 - 3 - 18 5/8 11/11 11/11

管渠維持管理事業

準用河川改修事業

準用河川維持事業

準用河川に係る境界確認

準用河川に係る災害に関する事務

水路・河川用地の財産処分・寄付取得及び登記事務

水路管理事業（修繕）

準用河川に係る占用加工許認可事務

項　　目　　一　　覧　　表

通　　　番 項　　　　　目　　　　　名
幹　事　会　提　案　日

幹事会確認日 備　　　　　考

水路管理事業（排水路しゅんせつ事業）

老巧管更正事業

都市下水路事業（移設補償）

都市下水路事業

排水路局部改良事業

排水路新設改良事業

ポンプ場維持管理事業（都市下水路しゅんせつ）

調整池維持管理事業

砂防事業

急傾斜池崩壊防止対策事業



１回 ２回 ３回

項　　目　　一　　覧　　表

通　　　番 項　　　　　目　　　　　名
幹　事　会　提　案　日

幹事会確認日 備　　　　　考

12 - 3 - 19 5/8 11/11 11/11

12 - 3 - 20 5/8 5/22

12 - 3 - 21 5/8 5/22

12 - 3 - 22 5/8 11/11 11/11

12 - 3 - 23 5/8 11/11 11/11

12 - 3 - 24 5/8 11/11 11/11

12 - 3 - 25 5/8 11/11 11/11

12 - 3 - 26 5/8 5/22

12 - 3 - 27 5/8 5/22

12 - 3 - 28 5/8 5/22

12 - 3 - 29 5/8 5/22

12 - 3 - 30 5/8 5/22

12 - 3 - 31 5/8 5/22

雲出川治水事業促進期成同盟会

志登茂川水系治水事業促進期成同盟会

相川水系治水事業促進期成同盟会

三重県河川海岸協会

三重県防災協会

三重県治水砂防協会

普通河川に係る占用加工許認可事務

普通河川に係る災害に関する事務

普通河川に係る河川の指定・廃止

木津川上流砂防事業促進協議会

下水路自治会補助事業

河川除草

普通河川に係る境界確認



1

2

3

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 分　   科　   会 排水分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 下水道部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

【事業概要】
雲林院処理地区（特定環境保全
公共下水道事業）は、H13.1.1よ
り供用開始している。現在は管
渠の維持管理を行っている。

【負担割合】
同左

管渠維持管理事業

【事業概要】
河川しゅんせつ委託
 （毛無川ほか１１河川及び樋門）
河川排水機場しゅんせつ
河川堤防草刈り委託
 （毛無川ほか１１河川）
河川維持管理工事

【負担割合】
市　100％

【事業概要】
河川しゅんせつ委託
 （前田川ほか１８河川及び樋門）
河川排水機場しゅんせつ
河川堤防草刈り委託
 （前田川ほか１８河川）
河川維持管理工事

【負担割合】
同左

ー準用河川維持事業

【事業概要】
下水道管しゅんせつ委託（市内
維持管理区域内）
雨水幹線ポンプ場しゅんせつ委
託（長浜、新町ポンプ場）
下水道管現況調査委託（市内維
持管理区域、国道２３号線）

【負担割合】
市　100％

ー 【事業概要】
千里ヶ丘・浜田公共下水道管調
査委託・管路清掃

【負担割合】
津市に同じ

ー

【事業概要】
高宮処理地区（特定環境保全公
共下水道事業）は現在工事中で
あり、一部供用開始予定はＨ１
６．１．１である。
供用開始後は管渠の維持管理
を行っていく。

【負担割合】
同左

ー

【事業概要】
河川草刈り等委託
 （村内２４河川）
河川維持管理工事

【負担割合】
津市に同じ

【事業概要】
河川土砂排除工事
 (町内１６河川を順次）
河川堤防除草委託
 (町内１６河川）
（人材センター、地元）
その他河川維持管理工事
調整池維持管理委託

【負担割合】
同左

市単独局部改修事業準用河川改修事業 【事業概要】
準用河川五六川改修事業

【負担割合】
国　1/3　　市　2/3

ー ーー ー
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様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容
　１．津市、河芸町等の例により調整する。（合併と同時）
　２．新市に移行後も、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。（合併後３年程度）
　３．新市に移行後、速やかに調整する。（合併後１年程度）

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村

【事業概要】
護岸補修工事等、河川維持工
事

【負担割合】
同左

【事業概要】
河川維持工事

【負担割合】
同左

【事業概要】
下水道管清掃及び維持補修等

【負担割合】
津市に同じ

ー 【事業概要】
・堤防占用箇所の除草
・河川清掃
・河川維持管理工事

【負担割合】
津市に同じ

ー 　合併時は当面現行のまま事業を継続実施し、新市において事業計画を策定し、事業
を推進する。

ー

【事業概要】
下水道管清掃及び維持補修等

【負担割合】
同左

【事業概要】
・汚水管渠等補修

【負担割合】
同左

ー

　効率的な維持管理を目指して自治会等への委託および助成について調整する。

ー久居市に同じ
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4

5

6 　同左 ー・災害発生時に、早急な手続き
を行い、河川の復旧を図る。
・市内準用河川の現地調査を行
い、災害発生に対処する。

分　   科　   会

津　　　　市

排水分科会

芸　濃　町

協　議　項　目

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

下水道部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

安　濃　町河　芸　町

関　係　項　目

専　門　部　会

・市内１２河川の境界確認

久　居　市

　津市に同じ

美　里　村

ー

村内２４河川の境界確認

様式４

・町内１６河川の境界確認
　（公図等に基づく）

　同左

（河川数　１９河川）

※久居市準用河川の流水占用
料等に関する条例
※久居市河川管理規則

ー準用河川に係る占
用加工許認可事務

準用河川に係る災
害に関する事務

準用河川に係る境
界確認

・市内河川に係る占用加工申請
に対して、審査の上、許認可を
行う。
・河川が適正に利用され、流水
の正常な機能が維持され、及び
河川環境の整備と保全を図って
いる。

（河川数　１２河川）

・市内１9河川の境界確認 ー ー

　津市に同じ

（河川数　２４河川）

　同左

（河川数　１６河川）

ー

　同左
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様式４

　河川管理条例のある久居市・一志町・白山町を例に調整する。　同左

（河川数　２０河川）

※白山町河川管理条例

ー

調整の具体的内容

　同左

（河川数　　２４河川）

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

美　杉　村

　津市に同じ

（河川数　　６河川）

※一志町河川管理条例

ー

ー

　同左　津市に同じ 　同左

白　山　町香 良 洲 町 一　志　町

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

・町内６河川の境界確認

調　整　の　内　容
　４．津市、久居市等の例により調整する。（合併と同時）
　５．新たに制度を制定する。（合併と同時）
　６．現行のまま新市に引き継ぐ。

　事務の詳細については、津市の例により調整する。・町内２０河川の境界確認 村内２４河川の境界確認
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8

9

【事業概要】
　同左

　

【負担割合】
　同左

関　係　項　目

　同左 　同左
※ただし、水路関係のみ

区　　　　　分

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

下水道部会

河　芸　町

・水路用地の処分に係る手続
き。
・河川用地に係る用地取得事
務、財産処分事務
・登記事務

芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

　津市に同じ 　同左 　同左

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

排水分科会

専　門　部　会

様式４

分　   科　   会

【事業概要】
　同左

【負担割合】
　同左

津　　　　市 久　居　市

【事業概要】
市街化区域内排水路における
破損箇所の修繕（水路壁の補修
等）を行うことにより、排水路機
能の維持を図る。
市街化区域内排水路における
危険箇所の修繕（蓋・防護柵等
の補修）を行うことにより、市民
の安全を確保する。

【負担割合】
市　100％

協　議　項　目

水路管理事業（修
繕）

水路・河川用地の
財産処分・寄付取
得及び登記事務

ー

ー ー ー

【事業概要】
同左

【負担割合】
同左

【事業概要】
同左

【負担割合】
同左

ー ー水路管理事業（排
水路しゅんせつ事
業）

【事業概要】
市街化区域内における排水路
の堆積物を除去することにより、
水路断面を確保し、円滑な排水
を促す。

【負担割合】
市　100％
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香 良 洲 町 一　志　町

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表
様式４

調整の具体的内容
白　山　町

　同左 　同左

調　整　の　内　容
　７．津市、久居市等の例により調整する。（合併と同時）
　８．津市、久居市等の例により調整する。（合併と同時）
　９．津市、久居市等の例により調整する。（合併と同時）

美　杉　村

　津市に同じ　同左
※ただし、水路関係のみ

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

【事業概要】
津市に同じ

【負担割合】
津市に同じ

【事業概要】
　津市に同じ

【負担割合】
　津市に同じ

ー ー ー

ー ーー

　事務の詳細については、津市の例により調整する。

6/20
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11

12

【事業概要】
　津市に同じ

【負担割合】
　津市に同じ

ー【事業概要】
老朽化した管渠の内側にライニ
ングを施し、流下能力の回復を
行う。

【負担割合】
市　100％

ー ー

排水分科会

協　議　項　目 専　門　部　会

分　   科　   会

ー

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

下水道部会

関　係　項　目

老朽管更正事業

都市下水路事業
（移設補償）

【事業概要】
支障物件所有者と工期・工法等
の打ち合わせを行い、移設時期
や費用を決定し、工事の進捗を
図る。

【負担割合】
市　100％

【事業概要】
　同左

【負担割合】
　同左

【事業概要】
　同左

【負担割合】
国　4/10　　町　6/10

ー

美　里　村 安　濃　町

ー ー

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町

【事業概要】
都市計画決定された排水設備
（ポンプ場、管渠、ポンプ設備）を
設置する。

・上浜都市下水路事業
・栗真町屋都市下水路事業

【負担割合】
国　4/10　　市　6/10

ー 【事業概要】
　津市に同じ

・豊津川都市下水路事業
・東千里都市下水路事業　休止
中

【負担割合】
　津市に同じ

ー都市下水路事業 ー ー
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調整の具体的内容
香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

ー ー ー

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容
１０．津市、河芸町等の例により調整する。（合併と同時）
１１．現行のまま新市に引き継ぐ。
１２．現行のまま新市に引き継ぐ。

ー

【事業概要】
　津市に同じ

【負担割合】
　津市に同じ

ーー ー ー

　国庫補助負担については、各事例別にて判断する方向で調整する。ー ー ー
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13

14

15

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目

ー

協　議　項　目 専　門　部　会 下水道部会

様式４

ー

分　   科　   会

【事業概要】
・整備不良箇所に対する流下能
力を確保向上するために改良工
事を行う。
・市街化区域で下水道事業の長
期計画と合わせて、排水路の不
良箇所に対する整備改良工事を
進め、流下能力の向上、生活環
境の向上を目指す。

【負担割合】
市　100％

【事業概要】
同左

【負担割合】
同左

【事業概要】
同左

【負担割合】
同左

ー

排水分科会

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

排水路局部改良事
業

排水路新設改良事
業

ー

区　　　　　分

ー ー

ポンプ場維持管理
事業（都市下水路
しゅんせつ）

ー ー ー

【事業概要】
・流下能力不良箇所に対する流
下能力を向上するために改良工
事を行う。
・市街化区域で下水道事業の長
期計画と合わせて、排水路の不
良箇所に対する整備改良工事を
進め、流下能力の向上、生活環
境の向上を目指す。

【負担割合】
市　100%

【事業概要】
同左

【負担割合】
同左

【事業概要】
同左

【負担割合】
同左

【事業概要】
・沈砂池のしゅんせつを行い、ポ
ンプ場の機能を確保する。

【負担割合】
市　100％

ー 【事業概要】
津市に同じ

【負担割合】
津市に同じ
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【事業概要】
津市に同じ

【負担割合】
津市に同じ

ー

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容
１３．津市、久居市等の例により調整する。（合併と同時）
１４．津市、久居市等の例により調整する。（合併と同時）
１５．現行のまま新市に引き継ぐ。

香 良 洲 町 一　志　町 美　杉　村白　山　町

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

ー ー ー【事業概要】
津市に同じ

【負担割合】
津市に同じ

ーー ー

ー ー ー
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16

17

18

河　芸　町

様式４

専　門　部　会 下水道部会

久　居　市

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

協　議　項　目

分　   科　   会 排水分科会

・同左

・津市に同じ

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

関　係　項　目

・開発により造られ移管を受けた
洪水調整池の維持管理を行う。

・保険は賠償責任保険である。

・同左

・同左

・同左

・同左

・同左

・保険に入ってない

区　　　　　分

　－　同左砂防事業 　津市に同じ

・同左

・保険は総合賠償保障保険であ
る。

調整池維持管理事
業

・地元と事業主体である三重県
との調整を行う。

同左

・地元と三重県との連絡調整を
行う。
・目的が治山事業に関するもの
が相当多く、産業労働部農林水
産課との調整を図る場合もあ
る。
・土砂災害等の情報相互システ
ム等にかかるものについては、
関係担当所管と協力しながら、
事務処理を行っている。

　同左 　同左

同左 　同左急傾斜地崩壊防止
対策事業

同左 　同左

※安濃町急傾斜地崩壊対策事
業分担金条例
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ー

白　山　町

１６．津市、久居市等の例により調整する。（合併と同時）
１７．現行のまま新市に引き継ぐ。
１８．新たに制度を制定する。（合併と同時）

様式４

調　整　の　内　容

ー

―

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

美　杉　村香 良 洲 町 一　志　町

　津市に同じ 　条例のある安濃町・白山町を例に調整する　同左

※白山町各種事業分担金徴収
条例（急傾斜地崩壊対策事業）

　同左

調整の具体的内容

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

ー

　津市に同じ 　同左 　同左

ー

・津市に同じ

・安濃町に同じ
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19

20

21

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

美　里　村 安　濃　町津　　　　市 久　居　市

関　係　項　目

河　芸　町

　同左 ー

　同左

志登茂川水系治水
事業促進期成同盟
会

区　　　　　分

相川水系治水事業
促進期成同盟会

【相川水系治水事業促進期成同
盟会】
○目的
二級河川相川水系の河川改修
事業を促進し、治水施設の早期
整備実現を図る

○構成市町村
津市、久居市

○負担金
均等割（年額７００千円）

○会長　　　津市長
○事務局　　津市
※久居市を含む地元自治会、水
利組合、漁協組合、土地改良区
等で構成している相川水系治水
事業促進協議会との連絡調整を
行っている。

ー ー

ー

下水道部会

様式４

協　議　項　目

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

ー ー

ー

芸　濃　町

分　   科　   会 排水分科会

専　門　部　会

ー

雲出川治水事業促
進期成同盟会

二級河川志登茂川水系の河川
改修事業を促進し、治水施設の
早期整備実現を図る為、志登茂
川水系治水事業促進期成同盟
会を本市のほか、河芸町及び芸
濃町で構成している。

ー 　津市に同じ 同左 ー ー

【三重県雲出川治水事業促進期
成同盟会】
○構成市町村
津市、久居市、香良洲町、一志
町、白山町、嬉野町、美杉村、
三雲町

○負担金
均等割と事業費割
（全体で１，５００千円）

○会長　　　嬉野町長
○事務局　　嬉野町

13/20



調整の具体的内容

調　整　の　内　容

美　杉　村

１９．新たに加入する。（合併と同時）
２０．廃止の方向で調整する。
２１．廃止の方向で調整する。

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

ー

　同左

　関係機関と協議を行い、廃止の方向で調整する。ーー

ー 　引き続き、相川水系治水事業促進協議会との連絡調整を図っていくー

ー

ーー

　同左

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

一　志　町 白　山　町

　津市に同じ 　同左

香 良 洲 町
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22

23

24

　同左

　同左

年会費１万円、特別会費として
県及び国が施行する治水砂防
事業費に一定の率を乗じて得た
額（上限４０万円）を支出してい
る。

久　居　市

　同左

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

　同左

専　門　部　会

　同左

　同左

ー 　同左　同左 　同左

　同左【三重県防災協会】
○目的
　防災に関する方策を考究する
とともに、災害復旧事業の促進
を図り、もって民生の安定と公共
の福祉増進に寄与する
○構成
　三重県、県下69市町村
○負担金
　・年額通常会費　10千円
　・特別会費
　　県災害復旧費の2％以内
　　市町村災害復旧費補助額の
3％以内
　　　の合算額。

三重県防災協会

協　議　項　目

【三重県河川海岸協会】
○構成
　三重県、県下６９市町村
○負担金
・年額通常会費
　市の場合12千円
　町の場合　8千円
　村の場合　8千円
・特別会費
    県施行海岸事業費
      3/1000以内
    市町村施行準用河川改修事
業費補助
      2/1000以内（700千円限度）
     の合算額。

○会長　　　津市長
○事務局　三重県社会基盤整
備協会内

津　　　　市

様式４

ー 　津市に同じ

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

河　芸　町 芸　濃　町

下水道部会

三重県河川海岸協
会

三重県治水砂防協
会

安　濃　町

関　係　項　目 分　   科　   会 排水分科会

　同左

美　里　村

　同左
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　同左 　同左ー 　久居市に同じ

　同左

様式４

香 良 洲 町

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

　同左 　同左　同左　同左

　同左　同左

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容

調整の具体的内容

２２．新たに加入する。（合併と同時）
２３．新たに加入する。（合併と同時）
２４．新たに加入する。（合併と同時）

一　志　町 白　山　町 美　杉　村

　同左
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25

26

27

―

河　芸　町

関　係　項　目

区　　　　　分
芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市

分　   科　   会

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

下水道部会

排水分科会

専　門　部　会協　議　項　目

ー ー ―

【下水路自治会補助事業事務】

ー 自治会管理の水路の新設・補修
等を自治会主体で地元調整・発
注・管理をし、町から７０％の補
助金を交付する。
　・補助金申請書の受理
　・公共積算による業者見積書
の査定
　・工事完成後の確認検査
　・指令書発行及び補助金交付

ー

ー

２級河川、準用河川の除草を自
治会等が行い申請があれば、助
成している。

ー

河川除草 ー

木津川上流砂防事
業促進協議会

ー

ー

下水路自治会補助
事業

ー ー

様式４

ー ーー
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ー ー

　自治会への委託及び助成での施工については調整をする。

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町
調整の具体的内容

様式４

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

美　杉　村

調　整　の　内　容
２５．新たに加入する。（合併と同時）
２６．新市に移行後も、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。（合併後３年程度）
２７．安濃町の例により調整する。（合併と同時）

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

【木津川上流砂防事業促進協議
会】
○目的
　木津川上流直轄砂防事業を積
極的に推進し、併せて災害防止
に万全を期することを目的とす
る。
○構成市町村
　美杉村、名張市、青山町、御
杖村、曽爾村、山添村、室生村

○負担金
均等割と事業費割
（全体で９２４千円）　１４年度

○会長　名張市　○副会長　御
杖村

ーー

　自治会への委託及び助成で維持管理を行っている安濃町を例に調整をする。

ー ー

ー ー

ー ー ー
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28

29

30

31

美　里　村 安　濃　町

下水道部会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

芸　濃　町

関　係　項　目 排水分科会

・準用河川と同様に境界確認を
行っている。（普通河川における
台帳なし）
・水路（青道）としての扱いであ
る。

・町内の県河川以外の25河川に
ついては、水路（青道）としての
扱いである。
・地番のない河川については、
県立会いも必要。
・法定外公共物の譲渡を受ける
見通し。

ー

河　芸　町

ー

ーー ー ー ・町内25河川に係る占用加工申
請に対して審議の上、許認可を
行う。
・河川が適正に利用され、流水
の正常な機能が維持され、河川
環境の整備と保全を図ってい
る。

芸濃町普通河川管理条例

普通河川に係る境
界確認

ー ー

ーー普通河川に係る河
川の指定・廃止

普通河川に係る災
害に関する事務

ー ー ー ・町内25河川の指定。

ー ・準用河川に準じて行っている。ー

普通河川に係る占
用加工許認可事務

ー ー ・災害発生時に早急な手続きを
行ない、河川の保全を図る。
・町内２５普通河川の災害調査
を行ない発生災害に対処する。

・普通河川においては、占用加
工許認可事務は、行っていな
い。（農業用の用排水路に該当
すれば、農林課において対応し
ている。青線であれば、県への
申請となる。）

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市

専　門　部　会

分　   科　   会

協　議　項　目
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２８．廃止の方向で調整する。
２９．廃止の方向で調整する。
３０．廃止の方向で調整する。
３１．廃止の方向で調整する。

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町
調整の具体的内容

ー 　普通河川を準用河川にしていく方向で調整する。
　法定外公共物として、譲渡を受けた水路敷は条例で境界査定、占用加工等の管理
を行っていく。

ー ・災害発生時に、早急な手続き
を行い、河川の保全を図る。

ー ー・町内8普通河川の境界確認

ー

ー ・町内８河川の指定。

・災害発生時に、早急な手続き
を行い、河川の保全を図る。・町
内8普通河川の災害の調査を行
い発生災害に対処する。

ー

ー

ー 　普通河川を準用河川にしていく方向で調整する。

　普通河川を準用河川にしていく方向で調整する。

　普通河川を準用河川にしていく方向で調整する。
　法定外公共物として、譲渡を受けた水路敷は条例で境界査定、占用加工等の管理
を行っていく。

ー ・町内8普通河川の占用加工申
請に対し、許認可を行う。

ー

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

美　杉　村

様式４

調　整　の　内　容

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
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